
 

  媒介契約書について 

皆さんが、ご自身の住居（不動産）を売却するとき不動産会社に依頼する契約

が媒介契約です。媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契

約の３種類があります。 

 

 当社建和は創業際期間中、専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ばれた住居 

 

（不動産）については仲介手数料を 
 

とさせて頂きます。 

 

 尚、期間外であっても期間中に申し込まれた専属専任媒介契約・専任媒介契 
 

約期間中（継続可）であれば仲介手数料を引続き 
 

とさせて頂きます。 


